
わ
れ
た
大
規
模
研
究
が
注
目

を
集
め
て
い
る
。
後
期
高
齢

者
歯
科
健
診
デ
ー
タ
を
利
用

し
、
２
万
１
８
８
１
人
を
平

均
41
カ
月
間
追
跡
調
査
し
た

結
果
、
健
診
時
点
で
咀
嚼
能

力
の
低
い
人
は
高
い
人
と
比

較
し
て
新
た
な
要
介
護
２
認

定
率
（
ハ
ザ
ー
ド
比
２
・
25

﹇
１
・
95
‐
２
・
60
﹈）
や
死

亡
率
（
同
１
・
87
﹇
１
・
60

‐
２
・
19
﹈）
が
高
い
こ
と
が

必
要
不
可
欠
だ
。現
行
の
ベ
ー

ス
ア
ッ
プ
評
価
料
に
関
し
て

は
届
出
率
の
低
さ
が
課
題
と

な
っ
て
お
り
、
新
た
な
診
療

項
目
の
導
入
や
既
存
項
目
の

評
価
点
数
引
き
上
げ
が
求
め

ら
れ
る
。

　
こ
の
重
要
性
を
裏
付
け
る

研
究
と
し
て
、
島
根
県
で
行

示
さ
れ
た
。

　
こ
の
調
査
で
は
、
２
０
１

６
年
に
保
険
導
入
さ
れ
た
口

腔
機
能
低
下
症
の
検
査
結
果

を
含
む
13
項
目
の
口
腔
健

康
指
標
を
用
い
、
死
亡
と
の

関
連
で
は
全
13
項
目
が
、
要

介
護
認
定
と
は
11
項
目
で
有

意
な
関
連
を
認
め
た
。
特
に

咀
嚼
能
力
が
高
齢
者
の
健
康

を
維
持
し
て
い
く
う
え
で
果

た
す
役
割
を
再
認
識
さ
せ
る

成
果
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ

て
い
る　
　
。

　
し
か
し
、
地
方
に
お
け
る

歯
科
医
療
現
場
で
は
課
題
も

多
い
。
高
齢
者
の
医
療
ア
ク

セ
ス
が
都
市
部
と
比
べ
て
限

ら
れ
る
中
、
歯
科
医
療
の
重

要
性
が
見
過
ご
さ
れ
る
傾
向

が
あ
る
。
島
根
県
の
歯
科
医

療
従
事
者
は
、
地
域
住
民
の

健
康
寿
命
を
延
ば
す
べ
く
、

現
場
で
収
集
し
た
デ
ー
タ
を

基
に
政
策
提
言
を
行
う
努
力

を
続
け
て
い
る
。
こ
の
取
り

組
み
は
、
全
国
的
な
歯
科
医

療
政
策
の
改
善
に
向
け
た
モ

デ
ル
ケ
ー
ス
と
し
て
注
目
に

値
す
る
。

北 海 道 保 険 医 新 聞

　
医
科
会
員
に
行
っ
た
２
０

２
４
年
度
改
定
に
関
す
る
ア

ン
ケ
ー
ト
で
、医
療
Ｄ
Ｘ
推

進
体
制
整
備
加
算
を
届
出
て

い
る
医
療
機
関
は
46
・
３
％

で
あ
っ
た
。
施
設
基
準
の
電

子
処
方
箋
や
電
子
カ
ル
テ
共

有
サ
ー
ビ
ス
に
は
経
過
措
置

が
設
け
ら
れ
、
厚
労
省
と
日

本
医
師
会
が
一
体
と
な
っ
て

届
出
を
推
進
し
て
い
た
が
算

定
し
て
い
る
施
設
は
少
な
い

▼
現
状
で
は
電
子
処
方
箋
等

の
導
入
時
経
費
の
他
、
ラ
ン

ニ
ン
グ
コ
ス
ト
も
大
き
な
負

担
と
な
る
。
加
算
の
金
額
が

釣
り
合
わ
な
い
と
の
意
見
も

あ
り
、
算
定
で
き
な
い
の
が

現
状
で
あ
ろ
う
▼
ベ
ー
ス
ア

ッ
プ
評
価
料
Ⅰ
を
算
定
し
て

い
る
医
療
機
関
も
32
・
９
％

と
少
な
か
っ
た
。
届
出
の
実

績
報
告
や
手
続
き
が
煩
雑
と

の
意
見
が
多
く
、
小
さ
な
診

療
所
で
は
算
定
が
難
し
く
な

っ
て
い
る
。
ま
た
今
後
の
収

入
の
増
加
が
見
込
め
ず
、
持

ち
出
し
が
多
く
な
る
こ
と
へ

の
不
安
、
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評

価
料
の
梯
を
外
さ
れ
る
懸
念

も
あ
り
、
多
く
の
医
療
機
関

が
算
定
に
踏
み
切
れ
な
い
で

い
る
可
能
性
が
高
い
▼
今
後

医
療
の
Ｄ
Ｘ
化
、
医
療
従
事

者
の
賃
上
げ
は
必
須
で
あ
る
。

付
け
焼
き
刃
的
な
加
算
で
は

な
く
、
医
療
機
関
が
将
来
を

見
据
え
た
運
営
が
出
来
る
、

診
療
報
酬
本
体
の
十
分
な
引

き
上
げ
を
本
会
は
国
に
求
め

て
い
く
。

橋本　透
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主な目次

歯
科
保
険
診
療
研
究

●
歯
科
医
療
の
課
題
な
ど
を
協
議

２
０
２
４
年
度
診
療
報
酬
改

定
ア
ン
ケ
ー
ト

…
面
２

●
時
論
「
今
こ
そ
医
療
・
社
会

保
障
費
の
総
枠
拡
大
を
」

●
…
面
３

●
…
面
４

●
会
員
訪
問

読
後
感

●

咀
嚼
で
延
ば
す
健
康
寿
命

大
規
模
研
究
が
示
す
歯
科
医
療
の
有
効
性

回
診
療
報
酬
改
定
に
向
け
て

は
、
歯
科
医
療
を
受
け
や
す

く
す
る
た
め
の
環
境
整
備
と

診
療
報
酬
項
目
の
見
直
し
が

　
歯
科
医
療
は
超
高
齢
社
会

を
迎
え
る
日
本
に
お
い
て
、

健
康
寿
命
延
伸
の
重
要
な
鍵

を
握
っ
て
い
る
。
特
に
、
次

咀
嚼
能
力
が

健
康
寿
命
に
与
え
る
影
響

（
Ｙ
Ｉ
）

　

後
期
高
齢
者
歯
科
健
診
を
受
け
た
２
万

１
８
８
１
人
を
追
跡
調
査
し
た
と
こ
ろ
、

健
診
時
点
で
咀
嚼
能
力
の
低
い
人
で
は
、

新
た
な
要
介
護
２
認
定
率
や
死
亡
率
が
高

い
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
適
切
な
歯
科
受
診

が
高
齢
者
の
健
康
寿
命
を
延
ば
す
カ
ギ
の

一
つ
に
な
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
。

告示

一般社団法人北海道保険医会

代議員及び予備代議員の選出について

本会定款第 25 条に基づき代議員及び予備代議員の選出を行います。代議員、予

備代議員は 2 年に 1 回、改選年の 4 月中に各ブロックにおいて、会員による選挙

により選出致します。代議員選挙に関する主な事項は下記の通りとなっております。

1．代議員定数 各ブロックの代議員定数は別表の通りです。なお、代議員となるこ

とができるのは本会会員に限られます。

2．任  期 今回選出する代議員の任期は 2027 年度代議員選挙終了時までと

なります。

3．選挙管理者 各ブロックの管理者は下記の通りです。

札幌ブロック 立花 啓

道南ブロック 伊藤 寧

道北ブロック 野川 哲義

道東ブロック 三浦 豊

4．選挙の実施 本会定款第 15 条及び選挙規則第 25 条並びに第 26 条に基づき、

各ブロックにおいて会員による選挙を実施します。立候補の届出期

限は 2025 年 3 月31日（月）で、投票は郵送による投票とし送付期日

を 4 月 15 日（火）までと致します。なお、届出手続き等の詳細は本

会事務局にお問い合わせ願います。

一般社団法人北海道保険医会 会 長 橋　本　　透

各ブロック選挙区代議員定数及び選挙管理者

ブロック選挙区名
対象区域

札幌ブロック

【対象区域】 
　札幌支部

32名 32名 立花　　啓

道南ブロック

【対象区域】 
函館地区支部、小樽・後志支部、千歳支部、恵庭支部、北広島支部、石狩支部、羊蹄地区、

寿都地区、岩内古宇郡地区、室蘭地区、胆振西部地区、石狩地区（歯科）、後志地区（歯科）

15名 15名 伊藤　　寧

道東ブロック

【対象区域】 
苫小牧支部、日高支部、帯広・十勝支部、釧根地区支部、オホーツク支部、胆振地区（歯科）

（※所属地区が不明な場合は事務局までお問い合わせ下さい）

13名 13名 三浦　　豊

道北ブロック

【対象区域】 
　岩見沢支部、留萌支部、上川北部支部、旭川地区支部、富良野地区支部、 空知南部
地区、夕張市地区、美唄市地区、空知地区、滝川市地区、赤平市地区、芦別市地区、
深川市地区、宗谷地区、宗谷地区（歯科）、上川地区（歯科）、空知地区（歯科）

10名 10名 野川　哲義

代議員定数 予備代議員定数 選挙管理者

（参照 Abe T,  et  a l .  The 
Lancet Healthy Longevity 
2 0 2 4 ;  5 : 
1 0 0 6 3 6 ）

　
本
研
究
で
得
ら
れ
た
エ
ビ

デ
ン
ス
は
、
歯
科
医
療
が
高

齢
者
の
全
身
健
康
を
支
え
る

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

咀
嚼
能
力
の
低
下
と
健
康
寿

命
の
短
縮
と
の
関
連
が
明
ら

か
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
歯

科
医
療
の
充
実
が
次
回
診
療

報
酬
改
定
で
の
重
要
課
題
と

な
る
。
定
期
的
な
歯
科
健
診

の
奨
励
に
加
え
、
高
齢
者
が

医
療
機
関
を
受
診
し
や
す
い

環
境
整
備
が
必
要
だ
。
ま
た
、

現
行
の
医
療
費
補
助
制
度
を

拡
充
し
、
歯
科
診
療
に
関
す

る
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る

こ
と
も
求
め
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
診
療
報
酬
制
度

の
見
直
し
に
お
い
て
は
、
現

行
の
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料

の
届
出
率
の
低
さ
と
い
う
課

題
を
踏
ま
え
、
他
の
方
法
も

検
討
さ
れ
る
べ
き
だ
。
具
体

的
に
は
、
新
た
な
診
療
項
目

の
追
加
や
評
価
点
数
の
引
き

上
げ
を
通
じ
て
、
現
場
の
声

を
反
映
し
た
政
策
が
必
要
で

あ
る
。

　
本
会
と
し
て
は
、
こ
う
し

た
政
策
提
言
を
継
続
し
、
全

国
の
高
齢
者
の
健
康
寿
命
延

伸
に
貢
献
し
て
い
く
所
存
で

あ
る
。

地
方
か
ら
の

　
　
　

課
題
と
提
言

次
回
改
定
に

　
　
　

向
け
た
展
望

図

図 咀嚼能力と死亡率・要介護認定率との関係：カプランマイヤー曲線
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※図は研究資料より
一部改編



加
算
の
届
出
状
況
」
で
は
、

届
出
の
有
無
が
ほ
ぼ
半
数
ず

つ
に
分
か
れ
る
結
果
と
な
っ

た　
　
　
。

　
「
Ｄ
Ｘ
推
進
体
制
整
備
加
算

の
評
価
」
に
つ
い
て
は
、
評

価
し
な
い
と
の
意
見
が
全
体

の
半
数
を
占
め
た　
　
　
。

　
「
医
療
Ｄ
Ｘ
推
進
体
制
整
備

加
算
の
問
題
点
」
と
し
て
は
、

施
設
基
準
の
複
雑
さ
や
、
診

療
報
酬
に
よ
っ
て
国
が
進
め

る
政
策
に
誘
導
す
る
べ
き
で

は
な
い
と
い
う
意
見
が
最
も

多
か
っ
た
。

　
ま
た
、
設
備
投
資
に
見
合

わ
な
い
点
数
設
定
に
対
す
る

不
満
も
多
く
挙
げ
ら
れ
た
。

　
　
　

◇　

◇　

◇

　
物
価
高
騰
、
感
染
症
対
策
、

医
師
の
働
き
方
改
革
、
医
療

Ｄ
Ｘ
の
推
進
な
ど
、
情
勢
は

目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
て
お

り
、
医
療
機
関
は
迅
速
な
対

応
を
迫
ら
れ
て
い
る
。

　
本
会
は
今
回
の
結
果
を
も

と
に
、
保
団
連
を
通
じ
て
国・

厚
労
省
に
現
場
の
実
情
を
伝

え
、
物
価
高
騰
や
低
医
療
費

政
策
へ
の
対
応
を
含
め
、
医

療
提
供
体
制
の
構
築
・
維
持

を
強
く
求
め
て
い
く
。

ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
の
方
法
」
に

つ
い
て
は
、
評
価
料
と
い
う

形
で
は
な
く
基
本
診
療
料
の

引
き
上
げ
に
よ
っ
て
対
応
す

べ
き
と
い
う
意
見
が
多
か
っ

た
。
　
「
評
価
料
に
つ
い
て
の
問
題

点
」
に
お
い
て
は
、
届
出
に

関
す
る
手
続
き
の
煩
雑
さ
が

指
摘
さ
れ
、
計
画
書
の
作
成

や
届
出
後
の
実
績
報
告
が
負

担
と
な
っ
て
い
る
と
の
意
見

が
多
か
っ
た
。

　
ま
た
、
評
価
料
の
設
定
点

数
が
低
い
た
め
、
職
員
に
十

分
な
賃
金
ア
ッ
プ
が
実
現
で

き
な
い
と
い
う
意
見
も
多
く

見
ら
れ
た
。

　
「
医
療
Ｄ
Ｘ
推
進
体
制
整
備

　
さ
ら
に
「
生
活
習
慣
病
管

理
料
Ⅱ
の
算
定
時
に
包
括
す

べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
点

数
」
に
つ
い
て
、
多
く
の
回

答
が
「
外
来
管
理
加
算
」
お

よ
び
「
特
定
疾
患
処
方
管
理

加
算
」
を
挙
げ
た
。
加
え
て
、

書
類
作
成
に
関
連
す
る
「
傷

病
手
当
金
交
付
料
」
や
「
療

養
費
同
意
書
交
付
料
」
が
包

括
対
象
と
な
る
こ
と
に
対
し

て
も
不
満
の
声
が
上
が
っ

た
。

　
「
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料

の
届
出
状
況
」
で
は
、
回
答

し
た
医
療
機
関
の
う
ち
、
届

出
済
み
の
回
答
は
３
割
強
に

留
ま
っ
た　
　
　
。

　
「
医
療
機
関
の
職
員
の

更
し
て
引
き
続
き
特
定
疾
患

療
養
管
理
料
を
算
定
す
る
医

療
機
関
も
２
割
弱
あ
っ
た
。

　
ま
た
「
生
活
習
慣
病
３
疾

患
が
、
特
定
疾
患
か
ら
外
さ

れ
、
生
活
習
慣
病
管
理
料
へ

の
算
定
に
移
行
し
た
こ
と
」

に
関
し
て
、「
満
足
」
と
回

答
し
た
の
は
０
件
で
あ
り

「
大
変
不
満
」お
よ
び「
不
満
」

と
答
え
た
割
合
が
約
８
割
に

達
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、

「
療
養
計
画
書
」
の
作
成
が

負
担
で
あ
る
と
の
回
答
が
多

く
寄
せ
ら
れ
た
。

　
ま
た
、
診
療
報
酬
改
定
後

の
請
求
額
が
マ
イ
ナ
ス
と

な
っ
た
医
療
機
関
は
７
割
以

上
に
上
り
、
多
く
の
医
療
機

関
で
請
求
額
が
減
少
し
た
。

　
「
診
療
報
酬
改
定
後
の
主

な
管
理
料
の
算
定
に
関
す
る

変
更
」
で
は
、
特
定
疾
患
療

養
管
理
料
か
ら
生
活
習
慣
病

管
理
料
Ⅱ
に
算
定
を
変
更
し

た
医
療
機
関
が
最
も
多
か
っ

た
。
一
方
で
、
主
病
名
を
変

　
回
答
者
の
主
な
診
療
科
は

「
内
科
」
が
最
も
多
く
、
全

体
の
半
数
以
上
を
占
め
た
。

医
療
機
関
の
形
態
で
は
、
約

８
割
が
「
無
床
診
療
所
」
で

あ
っ
た
。

　
今
回
の
診
療
報
酬
改
定
に

対
す
る
評
価
で
は
「
大
変
不

満
」
お
よ
び
「
不
満
」
で
全

体
の
９
割
以
上
を
占
め
、「
満

足
」と
評
価
し
た
の
は「
０
件
」

で
あ
っ
た　
　
　
。
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今
こ
そ
医
療
・
社
会
保
障
費
の

総
枠
拡
大
を
　

　
通
常
国
会
の
論
戦
が
開

始
さ
れ
た
。
25
年
度
予
算

案
一
般
会
計
１
１
５
・
５

兆
円
と
過
去
最
大
と
な
っ

た
。
予
算
案
に
は
骨
太
の

方
針
に
基
づ
く
社
会
保
障

費
の
抑
制
、
低
医
療
費
政

策
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て

い
る
。
社
会
保
障
関
係
費

は
38
・
３
兆
円
で
過
去
最

大
と
さ
れ
る
が
、
自
然
増

等
を
考
慮
す
る
と
実
質
１

９
０
０
億
円
も
減
少
し
て

い
る
。

　
厚
労
省
は
６
法
案
を
提

出
予
定
で
、
医
療
法
改
正

案
で
は
新
た
な
地
域
医
療

構
想
や
医
師
偏
在
対
策
、

医
療
Ｄ
Ｘ
の
推
進
等
を
束

ね
て
成
立
を
図
る
。
２
０

行
継
続
が
は
る
か
に
合
理

的
で
あ
る
。
国
会
で
の
保

険
証
発
行
継
続
議
論
の
盛

り
上
が
り
に
期
待
し
た
い
。

　
医
療
費
・
社
会
保
障
費

の
総
枠
拡
大
は
、
安
心
・

安
全
な
日
常
生
活
の
維
持
、

そ
し
て
経
済
発
展
の
た
め

に
も
極
め
て
正
当
な
要
求

で
あ
る
。
長
期
に
わ
た
る

抑
制
策
の
結
果
、
特
に
診

療
所
と
歯
科
医
院
の
倒
産
、

休
・
廃
業
が
増
加
し
て
い

る
。
介
護
事
業
者
の
倒
産

は
過
去
最
多
だ
。

　
国
会
は
衆
参
ね
じ
れ
状

態
だ
。
今
ま
で
以
上
に
各

政
党
に
我
々
の
意
見
・
要

求
を
強
く
訴
え
て
い
く
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。

４
０
年
を
見
据
え
て
医
療

提
供
体
制
を
整
備
し
、
医

療
機
関
機
能
報
告
制
度
を

創
設
。
知
事
に
よ
る
医
師

確
保
地
域
指
定
を
可
能
に

し
、
無
床
診
療
所
の
開
設

規
制
も
強
化
す
る
と
し
て

い
る
。
人
口
減
少
を
理
由

に
機
械
的
に
医
療
提
供
体

制
を
縮
小
す
る
こ
と
に
な

れ
ば
、
重
要
な
イ
ン
フ
ラ

を
失
う
こ
と
に
な
り
、
地

域
の
存
続
を
危
う
く
す
る
。

医
療
機
関
が
果
た
し
て
い

る
役
割
を
尊
重
し
、
地
域

の
実
情
に
応
じ
た
丁
寧
な

議
論
が
必
要
だ
。

　
高
額
療
養
費
の
上
限
額

の
引
き
上
げ
も
予
算
案
に

盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
今

年
８
月
か
ら
住
民
税
非
課

税
世
帯
を
含
む
全
て
の
年

収
区
分
で
上
昇
、
更
に
26

年
と
27
年
の
２
段
階
で
区

分
を
細
分
し
た
上
で
大
幅

に
引
き
上
げ
る
。
受
診
抑

制
に
一
層
拍
車
を
か
け
る

も
の
で
、
が
ん
患
者
団
体

を
は
じ
め
強
い
懸
念
の
声

が
上
が
っ
て
い
る
。

　
マ
イ
ナ
保
険
証
利
用
は
、

昨
年
12
月
に
新
た
な
保
険

証
の
発
行
が
停
止
さ
れ
て

以
降
増
加
し
た
も
の
の
、

20
％
台
に
止
ま
っ
て
い
る
。

デ
ジ
タ
ル
庁
の
体
制
強
化

の
た
め
に
職
員
を
大
幅
に

増
員
し
て
予
算
を
増
や
し
、

利
便
性
の
広
報
に
努
め
る

と
し
て
い
る
が
、
資
格
確

認
ト
ラ
ブ
ル
は
今
も
多
発

し
て
お
り
、
保
険
証
の
発

今
次
改
定
の

　
　
　

評
価
と
影
響

管
理
料
の
算
定
変
更

ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料

医
療
Ｄ
Ｘ
推
進

　
　

体
制
整
備
加
算

2024年度
診療報酬改定アンケート

「不満」が９割以上
昨
年
11
月
、医
科
会
員
を
対
象
に「
２
０
２
４
年
度
診
療
報
酬
改
定
ア

ン
ケ
ー
ト
」を
実
施
し
、回
答
を
得
た
。今
次
改
定
の
評
価
で
は「
大
変

不
満
」お
よ
び「
不
満
」で
全
体
の
９
割
以
上
を
占
め
、さ
ら
に
管
理
料

の
算
定
変
更
や
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料
、Ｄ
Ｘ
推
進
体
制
整
備
加
算
な

ど
に
対
す
る
不
満
や
問
題
点
が
多
く
挙
げ
ら
れ
た（
詳
細
は
タ
イ
ト
ル

横
の
Ｑ
Ｒ
参
照
）。

医　科

図
1

図
2

図
3

図
4

図1 今回の診療報酬改定に対する評価 図2 ベースアップ評価料の届出状況（複数回答あり）　

図3 医療ＤＸ推進体制整備加算の届出状況

大変不満
52.4％

不満
36.6％

どちらでもない
9.8％

満足
0％ 無回答

1.2％

届出していない
48.8％

今後届出を
行う予定
4.9％

届出している
46.3％

図4 ＤＸ推進体制整備加算の評価

どちらとも言えない
43.9％

評価しない
50.0％

無回答
2.4％ 評価する

3.7％

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

外来・在宅
ベースアップ
評価料Ⅰ

32.9%

外来・在宅
ベースアップ
評価料Ⅱ

4.9%

入院
ベースアップ

評価料
11.0%

届出して
いない

61.0%
今後届出を
予定している 2.4%
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結
構
面
白
か
っ
た
。

　
戦
国
時
代
の
日
本
で
は
同

じ
島
国
の
イ
ギ
リ
ス
と
比
べ

て
、
す
で
に
６
倍
の
人
口
を

擁
し
て
い
た
。
そ
の
人
口
を

支
え
た
の
が
「
田
ん
ぼ
」
と

い
う
シ
ス
テ
ム
と
「
イ
ネ
」

と
い
う
作
物
で
あ
る
。
突
然

変
異
を
起
こ
し
た
種
子
の
落

ち
な
い
非
脱
粒
性
の
ヒ
ト
ツ

ブ
コ
ム
ギ
株
の
発
見
か
ら
食

料
の
安
定
供
給
が
出
来
る
よ

う
に
な
り
農
耕
が
始
ま
っ
た
。

等
々
私
た
ち
は
植
物
の
掌
の

上
で
踊
ら
さ
れ
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。

　
時
々
書
店
に
入
る
と
面
白

そ
う
な
本
が
目
白
押
し
に
目

に
入
り
、
つ
い
つ
い
買
い
だ

め
し
て
し
ま
う
悪
い
癖
が
あ

る
。
買
っ
て
し
ま
う
と
安
心

し
て
何
故
か
も
う
読
ん
だ
気

に
な
っ
て
何
年
も
放
っ
て
お

い
て
し
ま
う
本
も
あ
る
。「
世

界
史
を
大
き
く
動
か
し
た
植

物
」　
（
稲
垣
栄
洋
著
・Ｐ
Ｈ

Ｐ
研
究
所
）
も
そ
の
一
つ
だ
。

最
近
に
な
っ
て
読
ん
で
み
て

稲
垣
栄
洋
著

Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所

（
Ｎ
・
Ｈ
）

　
妻
、
長
男
（
小
４
）、
長

女
（
小
１
）、
次
女
（
０
歳
）

の
５
人
家
族
で
す
。

―
ご
趣
味
は

キ
ャ
ン
プ
と
ス
キ
ー
で

す
。

―
今
後
の
目
標
に
つ
い
て

家
族
と
の
時
間
を
大
切
に

し
な
が
ら
、今
の
規
模
感
で

長
く
診
療
を
続
け
て
い
け
る

よ
う
努
め
た
い
と
思
っ
て
い

生涯健康なお口を維持したい

カワシモ歯科診療所　札幌市・白石区161161

略歴
岩見沢市出身。北海道大学歯学部

卒業後、北海道大学歯学部第２保存
科に入局。道内複数の医院で勤務後、
2020年森歯科医院の院長に就任。
2022年７月に医院名を「カワシモ歯
科診療所」としてリニューアルオープン。

た
っ
て
守
ら
れ
る
よ
う
に
努

め
て
き
ま
し
た
。

　
森
先
生
の
予
防
歯
科
の
コ

ン
セ
プ
ト
を
継
承
し
た
上

で
、
最
新
機
器
を
駆
使
し
な

が
ら
歯
の
治
療
そ
の
も
の
を

丁
寧
に
正
確
に
行
う
こ
と
で

再
発
の
防
止
に
努
め
る
。
予

防
歯
科
を
さ
ら
に
確
実
な
も

の
に
し
て
、
一
本
で
も
多
く

の
歯
を
守
り
、
地
域
の
皆
さ

ま
に
生
涯
健
康
な
お
口
で
笑

―
本
会
に
入
会
し
た
理
由
は

　
歯
科
医
師
の
皆
様
に
お
す

す
め
し
て
い
た
だ
き
入
会
し

ま
し
た
。

―
ご
専
門
は

一
般
歯
科
で
す
。

―
開
業
し
た
動
機
な
ど

森
歯
科
医
院
創
設
者
の
森

修
二
先
生
は
、
こ
の
地
域
に

い
ち
早
く
専
門
的
な
予
防
歯

科
を
取
り
入
れ
、
患
者
さ
ん

の
お
口
の
健
康
が
長
き
に
わ

っ
て
過
ご
し
て
い
た
だ
く
た

め
開
業
し
ま
し
た
。

―
診
療
で
心
が
け
て
い
る
こ
と

　
は患

者
さ
ん
に
分
か
り
や
す

く
丁
寧
な
説
明
を
心
が
け
て

い
ま
す
。
ま
た
、
再
治
療
を

防
ぐ
た
め
に
、
丁
寧
で
精
密

な
治
療
と
予
防
歯
科
を
徹
底

し
て
い
ま
す
。

―
ど
の
よ
う
な
医
院
を
目
指
し

　
て
い
ま
す
か

　
患
者
さ
ん
が
気
軽
に
来
院

で
き
る
、
お
し
ゃ
れ
で
親
し

み
や
す
い
医
院
を
目
指
し
て

い
ま
す
。外
観
や
家
具
な
ど
、

院
内
の
デ
ザ
イ
ン
は
自
分
で

選
び
、
仕
事
が
し
や
す
い
環

境
を
整
え
て
い
ま
す
。

―
ご
家
族
は

ま
す
。

―
保
険
医
会
に
対
す
る
要
望

保
険
診
療
で
困
っ
た
時
に

算
定
等
に
つ
い
て
、電
話
で

助
け
て
い
た
だ
け
る
と
あ
り

が
た
い
で
す
。

―
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
患
者
さ
ん
の
歯
を
守
る
歯
科

　
医
師
と
し
て
、
今
後
も
ご
活

　
躍
く
だ
さ
い
。

（
聞
き
手
　
事
務
局
丸
岡
）

〈
主
な
協
議・検
討
事
項
〉

①
２
０
２
４
年
度
歯
科
部
事
業
に
つ
い
て

・（
２
／
15
）
歯
科
臨
床
講
演
会

    

…
開
催
内
容
の
確
認
を
行
っ
た
。

・
歯
科
保
険
診
療
ア
ン
ケ
ー
ト

    

…
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
の
確
認
を
行
っ
た
。

②
２
０
２
５
年
度
予
算
要
求
、活
動
方
針
、活
動
報
告

   

・  

２
月
拡
大
総
務
担
に
向
け
検
討
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

③
２
０
２
６
年
歯
科
新
点
数
検
討
会
の
開
催
日
に
つ
い
て

   

・  

開
催
日
を
２
０
２
６
年
４
月　

日
（
日
）
と
す
る
。

④
そ
の
他

   

・  

歯
科
保
険
診
療
研
究（
２
／
５
号
）の
確
認
を
行
っ
た
。

第
10
回
歯
科
部
担
当
理
事
会（
１
月
８
日
）

歯
科
部
だ
よ
り

※
次
回
２
０
２
４
年
度
第
11
回
歯
科
部
担
当
理
事
会

…
２
月
12
日（
水
）午
後
７
時

世
界
史
を
大
き
く
動
か
し
た
植
物

オンライン資格確認システム

導入助成金申請について小川　幸佑 先生
おがわ こうすけ

ライフプラン講座
■テ ー マ：医療機関の事業承継の問題点とその対策
■日　　時：3月27日（木）19：00～20：30
■開催方式：オンライン配信（Zoom利用）
■講　　師：吉岡　健司　氏〈税理士〉
　　　　    （株式会社吉岡経営センター常務執行役員）

※後日、期間限定で録画配信予定。

■対　　象：会員、家族、会員が所属する医療機関職員
■ 参 加 費：無料
■申　　込：QRからお申込みください

療
の
場
に
お
け
る
歯
科
技
工

士
の
業
務
範
囲
が
制
約
さ
れ

て
い
る
現
状
に
、
早
急
な
対

応
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
た
。

　
本
会
か
ら
は
芦
田
眞
治
歯

科
副
部
長
が
「
歯
科
の
現
状

と
将
来
展
望
に
つ
い
て
」
を

テ
ー
マ
に
医
師
偏
在
問
題
の

歯
科
特
有
の
課
題
や
北
海
道

地
域
医
療
計
画
に
つ
い
て
説

明
。
歯
科
医
師
数
の
減
少
が

も
た
ら
す
影
響
を
分
析
し
、

地
方
の
歯
科
医
師
・
歯
科
衛

生
士
の
現
状
に
も
言
及
し
た
。

さ
ら
に
、
高
齢
化
の
進
行
に

伴
い
札
幌
市
へ
の
一
極
集
中

が
進
む
危
険
性
を
指
摘
し

た
。
　
最
後
に
、
今
後
も
情
報
共

有
と
意
見
交
換
を
継
続
し
て

い
く
こ
と
を
確
認
し
、
会
は

終
了
し
た
。

　
山
田
会
長
は
「
札
幌
市
か

ら
の
新
規
委
託
事
業
に
つ
い

て
」
を
テ
ー
マ
に
、⑴
オ
ー
ラ

ル
フ
レ
イ
ル
対
策
推
進
事
業

（
保
健
事
業
と
介
護
予
防
の

一
体
的
実
施
）⑵
障
害
者
施

設
歯
科
検
診（
入
所
施
設・
通

所
施
設
）
の
報
告
を
行
っ
た
。

　
⑴
に
つ
い
て
は
、
札
幌
市

内
で
既
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

介
護
予
防
対
策
と
し
て
、
お

年
寄
り
の
通
い
の
場
に
歯
科

医
師
を
派
遣
し
、
講
話
や
口

腔
内
を
診
た
後
、
後
期
高
齢

者
歯
科
健
診
へ
誘
導
す
る
取

り
組
み
が
説
明
さ
れ
た
。⑵
に

12
月
２
日
、
札
幌
歯
科
医

師
会
（
以
下
、
札
歯
）
と
懇

談
会
を
開
催
し
、
札
歯
か
ら

山
田
尚
会
長
以
下
役
員
７
人
、

本
会
か
ら
橋
本
透
会
長
以
下

副
会
長
、
歯
科
部
役
員
７
人

が
参
加
し
た
。

つ
い
て
は
、訪
問
診
療
を
行
っ

て
い
る
歯
科
医
師
が
障
害
者

施
設
で
検
診
を
実
施
す
る
際
、

報
酬
が
支
払
わ
れ
る
仕
組
み

が
整
備
さ
れ
た
こ
と
が
報
告

さ
れ
た
。

　
ま
た
「
歯
科
衛
生
士
・
歯

科
技
工
士
の
人
材
確
保
」
に

つ
い
て
も
議
題
と
な
り
、
歯

科
衛
生
士
や
技
工
士
の
人
材

不
足
が
深
刻
で
あ
る
こ
と
が

指
摘
さ
れ
た
。
特
に
歯
科
技

工
士
は
全
国
的
に
最
盛
期
の

３
分
の
１
程
度
に
減
少
し
、

非
常
に
厳
し
い
状
況
で
あ
る

と
説
明
。
さ
ら
に
、
訪
問
診

歯
科
医
療
の
課
題
な
ど
を
協
議

札
幌
歯
科
医
師
会
と
懇
談

　医療扶助のオンライン資格確認の導入に係る医療
機関等助成事業による医療機関等向けの助成金の申
請受付は、「2024年3月2日から同年3月31日まで」と
されていましたが、改めて申請受付が行われています
のでお知らせいたします。

1.申請受付開始時期
2024年12月11日（水）より開始
2.申請期限
当分の間（具体的な期日は後日通知）
3.申請対象
医療扶助のオンライン資格確認システム導入に伴いレセコン
等を改修した病院、診療所
※改修時期要件は撤廃

改修に係る領収書、必要に応じて領収書内訳書
詳細および申請は、以下の医療機関等向け総合ポータル
サイトをご確認ください。 https://x.gd/PpM1z

申請時に必要な書類

録画配信をご視聴希望の方
もQRで事前にお申し込み
ください。
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会員からの質問事例

　2024年度改定前後から本会歯科保険部へ質問が多く寄せられました。会員の皆様の保険診療
の参考にしていただけるよう一部抜粋して紹介します。

【歯科外来診療感染対策加算１】
　歯科外来診療感染対策加算１の施設基準について、オ.歯科
吸引装置により～とありますが、これは口腔外バキュームのこと
でしょうか。また、移動式口腔外バキュームの場合、診療台数よ
り口腔外バキュームが少なくても良いのでしょうか。当方ユニッ
ト３台で口腔外バキューム１台です。

問

答 　歯科外来診療感染対策加算１に関する施設基準の該当箇所
は「歯科吸引装置等により、歯科ユニットごとに切削時等に飛散
する細かな物質を吸収できる環境を確保していること」となって
います。ご指摘の通り口腔外バキュームのことを指しています。
　ユニットと同数の歯科吸引装置が必要かどうかについては、外
来環の際の疑義解釈（2016年6月30日事務連絡）において「歯
科診療所の規模及び診療状況に応じて、歯科用吸引装置の使用
が必要な治療を行う患者に対しては歯科用吸引装置が設置され
ている歯科ユニットが使用できるような体制が確保されている場
合においては、必ずしもすべての歯科ユニットに固定式の歯科用
吸引装置が設置されている必要はない」とする通知以降、新たな
通知がないため同様に考えてよろしいと思います。今後の疑義解
釈にはご注目下さい。

【抜歯】
　＃46生活歯、M根P₃で抜髄してM根を抜歯予定ですがこの場
合の抜髄・根充はD根1根管としての取扱いでしょうか。
　例えば、分割抜歯に先立ち、M根は抜歯予定ではあるが、M根
も含めて抜髄し、後日D根のみ根充してM根を抜歯する場合は、
抜髄3根管、根充1根管、分割抜歯の取扱いで良いのでしょうか。
この場合、摘要の記載は必要でしょうか。

問

答 　分割抜歯（ヘミセクション）を行う際の病名は「Per」もしくは
「FrT」となります。ご質問のP病名のみでは抜髄は算定できませ
んので、抜髄を行う病名が必要です。また、ご質問の状況から考え
ればM根はP₃にてヘミセクション、遠心根1根は抜髄、根充にて保
存と摘要記載され、請求は分割抜歯の算定、保存した歯牙は1根
の抜髄、根充、加圧を行なったのであれば加圧加算の算定とされ
るのが妥当ではないでしょうか。例えば保存を試みて3根の抜髄
を行なったのちに病状が悪化して、やむなく近心根を抜歯せざる
を得なくなった場合、その旨を摘要記載し、請求も可能かと思い
ます。
　今一度当該歯の診断と病名の確認をしていただき、適正な請
求をお願いします。

【特定医療費（指定難病）受給者】
　特定医療費（指定難病）受給者を持ってきた患者がいます。
シェーグレン症候群ですが歯科治療（う蝕治療、歯周治療、抜
歯、補綴治療など）は適応になりますか。

問

答 　指定難病への特定医療は指定医療機関が提供することになっ
ています。「受給者証がある≠歯科が特定医療費の対象になる」
ではなく、その疾患に付随して発生したと考えられる歯科疾患に
対して受給者証が使用できます。対象範囲は実態に応じて、主治
医が判断してください。自己負担金については、受給者証記載の
医療費助成における自己負担上限額に則って徴収してください。

【生活保護の患者】
　生活保護の患者の薬の使用について質問です。ジェネリック
の抗生剤の入荷がありません。ネットで調べたところ、在庫のな
い場合、先発品を使って良いと見ました。この場合、摘要記載で
ジェネリックの在庫が無い為と記入することでレセプトは請求
できますか。

問

答 　生活保護法が改正され、2018年10月1日から、生活保護を受
給されている方については、医師または歯科医師が後発医薬品
の使用が可能と判断した場合は、原則として後発医薬品（ジェネ
リック医薬品）が調剤されることとなりました。
　例外として先発医薬品が使用されるのは
　①後発医薬品の在庫がない場合
　②後発医薬品の薬価が先発医薬品よりも高くなっているまた
　　は同額となっている場合
となっておりますので、今回のケースでは先発医薬品の処方は可
能と思われます。

【CAD／CAM】
保険のCAD/CAMインレー・冠の院内作製についての質問です。
　口腔内スキャナーやセレック等を用いて院内技工で保険適用
のCAD/CAMインレーや冠の作製をしようとする場合の必要条
件をお教えいただけませんでしょうか（器具機材に関する要件、
歯科技工士や技工所に関する要件など）。

問

答 　CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレーの施設基準に係る届出
書添付書類に歯科医師及び院内で勤務されている歯科技工士
の氏名の記載、使用する歯科用CAD/CAM装置、使用するデジタ
ル印象採得装置（両方とも保険適用になっている機器である必
要あり）等の医療機器届出番号、製品名、製造販売業者等の記載
が必要になります。

【歯科技工士連携加算1・2、外安全1、口管強】
　（１）歯科技工士連携加算1・2は全員届出OKと聞きましたが
この解釈でよろしいでしょうか。
　（２）外安全1、口管強は当然、歯科医師1名のみの歯科医院
（ほかに職員なし）では届出不可と考えてよろしいでしょうか。

問

答 　（１）「2024年改定の要点と解説」P144に歯科技工士連携加
算１・２の施設基準が記載されています。基準を満たしていれば
届出可能です。
　（２）外安全１、口管強とも施設基準に「歯科医師が複数名配
置されている、または歯科医師および歯科衛生士をそれぞれ1名
以上配置」と記載されています。歯科医師1名のみで、職員がいな
いということであれば、基準を満たしていないので届出は不可に
なります。

【院内処方・院外処方】
　院内処方と院外処方が混在してもよいでしょうか。問

答 　処方箋料の要件は以下となっているので、それに基づき算定
してください。
（１）同一の患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を院内に
おいて投薬し、他の薬剤を院外処方箋により投薬することは、原
則として認められない。万一緊急やむを得ない事態が生じこのよ
うな方法による投薬を行った場合は、当該診療報酬明細書の「摘
要欄」に、その日付及び理由を記載する。なお、注射器、注射針又
はその両者のみを処方箋により投与することは認められない。
　（２）（１）にいう「緊急やむを得ない事態」とは、常時院外処方
箋による投薬を行っている患者に対して、患者の症状等から緊急
に投薬の必要性を認めて臨時的に院内投薬を行った場合又は
常時院内投薬を行っている患者に対して当該医療機関で常用し
ていない薬剤を緊急かつ臨時的に院外処方箋により投薬した場
合をいう。
（３）同一患者に対し処方箋を交付した同日に抜歯直後等の必要
から頓服薬を投与する場合、当該処方料は処方箋料に含まれる。

　医薬品の供給不足により投薬が困難になっています。患者の
ケースごとに院内処方と院外処方を行うことは可能でしょうか。

問

答 　同一患者に対し同一日に一部の薬剤を院内投薬し、他の薬剤
を院外処方箋により投与することは、原則として認められません
（歯科保険診療の研究2024年度版　P103参照）。
　ご質問のようにケースごとに…ということであれば、上記にあて
はまりませんので認められます。


